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労働保険の更新を
（締め切りの詳細は1面下）

1 電子帳簿保存法2年の猶予へ
　 （税金Q&A）
234 確定申告前に必読！
6 祝い金の申請期限は大丈夫？

建設国保関連記事の掲載：5面

今月の紙面
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の
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択

労働保険の更新時期が近づきました
一人親方労災保険の更新手続きは　3月4日(金)まで
労働保険一括有期事業の更新手続きは　3月11日(金)まで
※いずれも日額変更は　2月25日(金)まで

　第66回広島県建設労働組合定期大会を来る3月19日
（土）午前10時から、ワークピア広島で開催します。
　ご出席いただく代議員各位におかれましては、事前
に議案についてご検討いただき、大会が成功のうちに
終了できますように、ご協力をお願いいたします。

執行委員長　岩　田　忠　二
記

　日時 ： 2022年（令和4年）3月19日（土）
午前10時から

　場所 ： ワークピア広島（広島市南区金屋町1-17）

第66回定期大会の招請

Ｑ： 広建新報2022年1月号を読んで、電子取引に備えなきゃと思っ
ていたのですが、「2年間猶予」の報道を見ました。猶予とはどう
いうことですか？
Ａ：電子帳簿保存法において、2022年1月1日から施行予定となっ
ていた「電子取引の電子保存の義務化」について、2年間の猶予期
間が設けられることになりました。

　～税制改正大綱 抜粋～
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、（中略）
納税地等の所轄税務署長が当該電子取引の取引情報に係る電
磁的記録を保存要件に従って保存をすることができなかった
ことについてやむを得ない事情があると認め、かつ、当該
保存義務者が質問検査権に基づく当該電磁的記録の出力書
面（整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものに限
る。）の提示又は提出の求めに応じることができるようにし
ている場合には、その保存要件にかかわらず、その電磁的記
録の保存をすることができることとする経過措置を講ずる

　「電子取引の電子保存の義務化」は、予定通り2022年1月1日か
ら施行されますが、同日から2年間、納税者において「やむを得な
い事情がある」と認められる場合には、電子取引
情報の書面出力・保存が認められることになった
のです。

 国税庁　電子帳簿保存法一問一答
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/4-3.htm

　第10回建労会館建設委員会が、1月
11日(火)13時から建設委員15人と設
計監理者2人の参加で開催されました。
　議題では、設計監理者から、設計変
更による図面の主な変更部分（訓練校
として必要な面積の確保と実技訓練の
騒音対策として、1階部分を実習室に
変更）の説明と、4億9,996万円（税

税金Ｑ＆Ａコーナー 税金対策部

2022年1月改正の電子帳簿保存法に
2年間の猶予期間
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建労会館建設委員会第10回

建替え提案に向けての最終段階
抜）の見積書が提示されました。建設
委員が各地連に持ち帰って報告し、検
討を行うことになりました。
　今委員会をもって建替え提案に向け
ての最終段階に入りました。
　次回は2月1日(火)に第11回、3月2
日(水)に第12回建労会館建設委員会
を開催する予定です。
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第46回 技能競技大会

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては予定を変更する場合があります

日程を再設定して開催

12月12日
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（３）外注費のまとめ方
①令和3年分の費用として計上するのは、令和3年中に完成・引渡をした外注工事分です。
②完成・引渡をした外注工事分の中で未払いの外注費についても、費用として計上します。
③令和3年に前年完成・引渡分の支払いをした場合は、決算上はすでに前年の外注費に計

上されているため、当年分の支払計上額からは除きます。
④仕掛仕事で期末（12月31日）までに支払った外注費を期末仕掛工事としてまとめます
（令和3年分の外注費に計上しないための作業）。

（４）労務費のまとめ方
①令和3年中に支払った職人、応援、アルバイト等への支払賃金を労務費として計上します。
②期末（12月31日）までに支払った賃金で、仕掛となる工事にしか従事しない職人等の

労務費は、期末仕掛工事とします。（令和3年分の外注費に計上しないための作業）。
（５）現場経費について
①現場経費に計上したものは、一般経費に計上しません（二重計上となるため）。
②現場経費の主なものとして、建設機器等のリース料、廃材処理費、仮設事務所、仮設ト

イレ等の設置費用、現場の損害保険料、工事現場での駐車場代、現場での茶菓子代など
があります。

※令和元年10月1日より、消費税率引き上げと軽減税率の導入に伴い、消費税の課税対象
者が仕入税額控除をするためには、区分請求書等の保存と区分経理が必要です。

（６）期末仕掛工事のまとめ方
①仕掛工事にかかった材料費、外注費、労務費等の工事費用は、完成・引渡した年の費用

に計上します。
②そのため、仕掛工事の中で12月

31日までに支出した費用を期末
仕掛仕事としてまとめます。

（７）工事原価の計算（例）

（８）一般経費のまとめ方
①領収書や請求書等に記載された金額を、その内容や用途に応じた費用科目に分類して記

帳します。
②自動販売機の利用などで、領収書が得られない場合には、出金伝票に日付、金額、相手

先、内容を記録保管して記帳に備えます。
③計上額は消費税込みの金額とします。
④未払いでも令和3年中に支払い義務が確定している費用は計上します。
⑤水道光熱費、電話（携帯電話）代など自宅と共用している場合は、事業で使用した割合

分を経費に計上します。
⑥取得金額が10万円以上や1年以上使用可能なものは、減価償却計算をして当年分の償却

費用を計上します。
※令和元年10月1日よりの軽減税率の導入に伴い、消費税の課税対象者が仕入税額控除を

するためには、区分請求書等の保存と区分経理が必要です。

　所得税法は必要経費について「総収入金額を得るために直接要した費用の額及び販売
費、一般管理費その他所得を生ずべき業務について生じた費用」としています。（所得税法
第37条）。したがって、社員にキャリアアップカードを取得させることが事業遂行上必要
と事業者が判断する場合は必要経費として計上することができます。経費科目の選択も事
業者の判断によりますが教育研修費や支払手数料に計上するのが一般的と考えられます。

　個人事業の場合、1年間（1月1日〜12月31日）の総収入金額から、必要経費を差し引い
た金額が事業所得となります。

（１）工事収入《図1》・《図2》
令和3年中に完成・引渡を終えた工事の請負代金を総収入金額に計上します（工事完成

基準）。
①工事代金が未収でも、完成・引渡により収入が確定した場合、その請負代金を総収入金

額に計上します。
②期末仕掛工事で前受金を受け取った場合は、令和3年分の総収入金額には計上しません。

（２）自家消費
仕入れた材料を自宅や作業場などの増改築等に使用したり、親族等に無償や低額で渡し

た場合は、自家消費として収入に計上しなければなりません。
　収入に計上する金額は原則として「通常の販売価格（定価）」とされていますが、建設
資材など仕入れ金額や定価がわかる物は帳簿に記載がある限り「仕入金額」または「定価
の70%」のいずれか高い方の金額とすることができます。
　なお、自家消費による外注費等は経費に計上しません。
※消費税でも自家消費は課税売上となります。

（３）雑収入
事業に関連して得た収入を雑収入として計上します。

①廃材や作業クズなどの売却収入
②取引相手などからの紹介状、リベート収入など
③従業員宿舎の使用料収入

（４）新型コロナ等に対する給付金について
事業者の収入が減少したことに対する補償や必要経費に対する補てんを目的とした給

付金は、所得税は原則として、事業所得になります。2020年に国が行った持続化給付金
は、申請期限が令和3年2月15日まで延長されていますのでご注意ください。なお、消費
税は課税対象に当たらず不課税（課税対象外）となります。

　令和3年分の工事収入を
得るためにかかった必要
経費を、工事原価と一般経
費に分けて整理します。

（１）工事原価をまとめる上での注意《図1》
①令和3年分の完成・引渡工事に直接関わった材料費、外注費、労務費、現場経費などの

費用を請求書や領収書等に基づいて明らかにします。
②未払いでも完成・引渡工事に該当する費用は計上します。
③仕掛工事で期末（12月31日）までに支出した費用は、完成・引渡した年の費用に計上

するため、令和3年中に支出した工事費用総額から、仕掛工事分として差し引くことに
注意します。

（２）材料費のまとめ方
①前年（令和2年）から引き継いだ在庫材料（期首棚卸高）を令和3年分の材料費に加えます。
②仕入先からの請求書等に基づいて、令和3年中に仕入れた材料費をまとめます。
③期末（12月31日）の在庫材料を調べます。（令和3年分の材料費に計上しないための作

業）。
④仕掛工事で期末までに使用した材料費を確認して、期末仕掛工事支出分としてまとめま

す（令和3年分の材料費に計上しないための作業）。

１. 事業所得の計算について

２. 令和3年分の総収入金額となるもの

３. 必要経費のまとめ方

４. キャリアアップシステム登録料の経費計上について

事業所得の計算

※事業用の車両や機械などを売却して得た収入は譲渡所得として取り扱います。

総収入金額 必要経費（工事原価・一般経費） 事業所得― ＝

【必要経費】
①
工
事
原
価

材 料 費 木材、資材、建築金物などの材料費用
外 注 費 内装、電気、配管工事など外注した工事費用
労 務 費 常用・手間請職人、アルバイト等への賃金
現場経費 工事現場で必要な費用

②一般経費 事業活動を継続していく上で必要とされる費用

期末仕掛工事の支出内訳
山本邸増改築工事（令和3年11月6日着工） 支出金額
材料費、外注費、労務費、現場経費 575,370円
期末仕掛工事支出金　合計 575,370円

【期末材料棚卸の目的等】
　期末在庫材料は、すでに材料の支払いが済んでいても令和3年分の材料費には計上しませ
ん。なぜなら未使用の材料は次の年に使う予定であり、使用した年の材料費に計上するから
です。そこで期末時点で未使用の在庫材料を、令和3年度中に仕入れた材料から差し引く手
続きが必要となります。
　また貸借対照表を作成する場合は、この期末在庫材料を棚卸資産として計上します。
①期末時点の在庫材料の数量を確認します。
②最後に仕入れたときの価格で材料棚

卸高を計算します。
③仕入れた材料費を消費税込みで計上

している場合は、期末時点で未使用の
在庫材料を消費税込みで計上します。

在庫材料名 数　量 消費税込み単価 金　額

スギ角120 15 4,500 67,500

ヒノキ角150 12 7,400 88,800

期末材料棚卸高の合計（消費税込み） 156,300

工
事
原
価

期首棚卸高 Ⓐ ← 前年から持ち越した在庫材料
期首仕掛工事 Ⓑ ← 前年の仕掛工事の金額
期首商品（製品）棚卸高（Ⓐ＋Ⓑ） ⑤
材料仕入高 Ⓒ 6 0 4 9 4 3 0 ← 当年の仕入高
労務費（支払賃金） Ⓓ 3 2 8 3 3 0 0 ← 1〜12月の支払合計
外注費 Ⓔ 6 4 4 6 0 0 0 ← 請求書等に基づく支払総額
現場経費 Ⓔ 4 2 3 2 4 0

仕入金額（製品製造原価Ⓒ＋Ⓓ＋Ⓔ＋Ⓔ）⑥ 1 6 2 0 1 9 7 0
小　　計（⑤＋⑥） ⑦ 1 6 2 0 1 9 7 0 ← 1〜12月の支払合計
期末棚卸高 Ⓖ 1 5 6 3 0 0 ← 期末の在庫材料
期末仕掛工事 Ⓗ 5 7 5 3 7 0
期末商品（製品）棚卸高（Ⓖ＋Ⓗ） ⑧ 7 3 1 6 7 0
差引原価（⑦−⑧） ⑨ 1 5 4 7 0 3 0 0 ← 当年の工事収入に掛る工事原価

《図2》令和3年分となる工事収入（完成工事高）の内訳（例）
工事名称 工事期間 請負金額 値引額

当年着工〜当年完成引渡 山口不動産（手間請）令和3年1月〜3月 153万円（注1）

当年着工〜当年完成引渡 小林邸新築工事 令和3年5月〜10月 1,800万円 10万円
当年着工〜当年完成引渡 その他工事8件 令和3年1月〜令和3年11月 175万円
当年着工〜翌年完成引渡 山本邸増改築工事 令和3年11月〜令和4年1月 121万円（注2）

（注1）材料費支給による工事
（注2）令和4年完成・引渡工事分の入金や期末仕掛工事の前受金は令和3年分の工事収入には計上しません。
（注2）その工事に支出した費用を期末仕掛工事として工事原価から差し引きます。

前年（令和2年）　　　　　　当年（令和3年）　 翌年（令和4年）
1月1日

×

×

12月31日

《図1》令和3年分の工事収入となる工事の範囲

前年完成・引渡工事
前年着工、当年完成・引渡工事

当年着工、当年完成・引渡工事
当年着工、翌年完成・引渡工事

（前年の収入・必要経費となります）
（工事代金が未収でも収入・必要経費とします）

（工事代金が未収でも当年の収入・必要経費とします）
（前受金等を受領しても翌年の収入・必要経費となります）

○
○

確定申告の活用に 機関紙「全建総連」2022年1月16日号から一部転載（3・4面へ続く）
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①適格請求書発行事業者は他の課税事業者から適格請求書等を求められたときは適
格請求書等を発行しなければならないとされています。

②適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書等に誤りがあった場合は、修正した
適格請求書等を再交付しなければなりません。

③適格請求書等を交付した事業者は、交付した書類の写しを保存しなければなりませ
ん。

④適格請求書発行事業者以外の者の適格請求書等の交付や、適格請求書発行事業者が
偽りの記載をした適格請求書等を交付した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処せられます。

　免税事業者等からの仕入については、適格請求書等の交付を受けることができない
ため、原則として適格請求書等保存方式（インボイス）導入後は仕入税額控除を行う
ことはできません。しかし一定期間、仕入税額のうち一定割合を控除できる経過措置
が設けられています。

　消費税は課税売上に係る消費税から課税仕入に係る消費税を控除します（仕入税額
控除）。この仕入税額控除を行うための要件が2023年10月からは、区分記載請求書等
保存方式から適格請求書等保存方式（インボイス制度）に変わります。

インボイス制度とは、「適格請求書発行事業者登録制度」を中心として、原則として
「適格請求書発行事業者」から交付を受けた登録番号記載のある「適格請求書」「適格
簡易請求書」のいずれかの保存及び帳簿の保存を仕入税額控除の要件とするものです。

　課税事業者であって、納税地の
所管税務署長に「適格請求書発行
事業者の登録申請書」を提出し登
録を受けた事業者をいいます。適
格請求書発行事業者に関する情
報に関しては国税庁のHPに公表
されています。

１. 仕入税額控除とインボイス制度

２. 適格請求書発行事業者とは

３. 適格請求書発行事業者の義務等

４. 免税事業者等からの仕入税額控除に関する経過措置

適格請求書等保存方式（インボイス制度）

消費税課税取引判定表

区分記載請求書等保存方式

○は仕入控除税額の対象となるもの
×は非課税、または不課税（課税対象外）として控除対象仕入税額の対象とならない

もの

※ゴルフの場合は、ゴルフ利用税を除いた料金が課税対象となります。
※軽油の場合は、軽油税を除いた料金が課税対象となります。
※車検代については、重量税、印紙、自賠責保険は非課税となります。
※軽減税率の対象となる支出が発生すると思われる科目は【軽減税率対象あり】とし

ています。

※登録申請書は表裏2頁です。▶︎

科　目 可否 備　考

工
事
原
価

材 料 費 ○ 引渡しを受けた日が課税仕入れとなる。
労 務 費 × 職人、応援アルバイト等への支払賃金。
外 注 費 ○ 引渡しを受けた日が課税仕入れとなる。

一

般

経

費

租 税 公 課 × 事業税、固定資産税、収入印紙など。
荷 造 運 賃 ○ 荷造用の資材、支払った運賃、梱包代など。
水 道 光 熱 費 ○ 事業用の電気、ガス、水道、石油代など。

旅 費 交 通 費 ○
出張旅費、職人の通勤代、タクシー代、
現場への交通費など。

通 信 費 ○ 電話（携帯）代、切手・ハガキ代など。
広 告 宣 伝 費 ○ 求人広告代、宣伝ポスター、名入手ぬぐい代など。

接待交際費（1） ○
中元、歳暮、得意先接待、各職の接待費など

（ゴルフ利用料金※）。【軽減税率対象あり】
接待交際費（2） × 商品券等の物品切手、祝金、見舞金、香典など。
損 害 保 険 料 × 現場・作業所等の火災保険料など。
修 繕 費 ○ 道具の修理代など。
消 耗 品 費 ○ 文房具など。
減 価 償 却 費 × 事業用償却資産は購入年度に全額仕入税額控除。
給 料 賃 金 × 事務職員の給与、賞与など。

福利厚生費（1） ○ 職人の茶菓子料、慰安旅行費など。
【軽減税率対象あり】

福利厚生費（2） × 法定福利厚生費（社会保険料などの負担）
や従業員の慶弔費など。

利 子 割 引 料 × 事業用の借入金の利子、手形の割引料など。
地代・家賃（1） ○ 事業用の支払家賃、貸借料、駐車場代など。

地代・家賃（2） × 支払地代など（ただし1ヵ月以内の一時貸付は
課税対象）。従業員宿舎家賃。

支払手数料（1） ○ リース料、振込手数料、支払手数料。
支払手数料（2） × 登記、登録、免許、旅券、許・認可、公文書など。
諸 会 費（1） ○ 研修会、セミナーの会費など。
諸 会 費（2） × 組合費、会費など。
車輌関係費（1） ○ ガソリン代、軽油代※、修理代、車検代※など。
車輌関係費（2） × 自動車税、強制・任意保険。

リ ー ス 代 ○ コピー、ファックス等事務機器、レッカー車、
足場、仮設トイレなど。

廃 材 処 理 費 ○ 廃材、残土など。

新 聞 図 書 費 ○ 新聞や業界紙、書籍や雑誌の購読費用。
【軽減税率対象あり】

雑 費 ○ 内容によって非課税対象もあるので、
できるだけ適正科目で処理する。

　売上の消費税額から仕入の消費税額を控除することを「仕入税額控除」といいま
す。令和元年10月1日からの消費税率引き上げ及び軽減税率の導入と同時に、令和元
年10月1から令和5年9月30日までの間、仕入税額控除の要件として区分記載請求書
等保存方式が義務付けられています（全建総連は以下のチラシを作成し全建総連ホー
ムページからダウンロードできるようにしています）。

対象期間 控除金額
2023年10月1日から2026年9月30日 仕入控除税額相当額×80%
2026年10月1日から2029年9月30日 仕入控除税額相当額×50%
2029年10月1日から 仕入税額控除不可
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選
択

控除の種類 適　　用　　対　　象 所得税 住民税

配偶者控除
一般の配偶者（パート収入等が103万円までの場合に適用）　※下表参照 38万円 33万円
老人配偶者（70歳以上）【昭和27.1.1以前生】　 ※下表参照 48万円 38万円

配偶者特別控除 ※下表参照 最高38万円 最高33万円

扶養控除

一般扶養親族（16歳以上18歳以下）と成年扶養親族（23歳以上69歳以下）
【平成15.1.2～平成18.1.1生】と【昭和27.1.2～平成11.1.1生】 38万円 33万円

特定扶養親族（19歳以上22歳以下）【平成11.1.2～平成15.1.1生】 63万円 45万円

老人扶養親族（70歳以上）【昭和27.1.1以前生】
同居老親以外 48万円 38万円
同居老親等 58万円 45万円

障害者控除 本人、配偶者、扶養親族（1人につき）
障害者控除 27万円※ 26万円※
特別障害者控除 40万円※ 30万円※
同居特別障害者控除 75万円※ 53万円※

ひとり親控除
現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で、次にあげる要件を満たすもの。
①その者と生計を一にする子で課税標準の合計額が48万円以下、②本人の合計所得金額が500万円以下であること、③住民票にその者と事実上婚
姻関係と同様の事情にある続柄である旨の記載がされていないこと。

35万円 30万円

寡婦控除

ひとり親控除に該当せず、次にあげる者
①夫と離婚した後婚姻をしない者のうち、次の要件を満たす者（ⅰ扶養親族を有する、ⅱ合計所得金額が500万円以下であること、ⅲ住民票にその
者と事実上婚姻関係と同様の事情にある続柄である旨の記載がされてないこと）。
②夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で①のⅱとⅲの要件を満たす者。

27万円 26万円

勤労学生控除 本人が勤労学生で所得金額が75万円以下 27万円 26万円

基礎控除

《合計所得金額》
2,400万円以下
2,400万円超2,450万円以下
2,450万円超2,500万円以下
2,500万円超

48万円
32万円
16万円

0

43万円
29万円
15万円

0

控除の種類 控除を受けられる場合、内容、区分
控　　除　　金　　額

所得税の場合 住民税の場合

雑損控除 本人又は扶養家族の有する生活用資産について風水害、火災等の災害、盗難
又は横領による損害

「損失金額－保険金等により補てんされた金額」＝①
①の金額－（総所得金額等の合計額×10％）
災害関連支出の金額－5万円 いずれか多い方

医療費控除 支払った医療費から合計所得金額の5％と10万円を比べて少ない方の金額を
引いた額 最高200万円まで 最高200万円まで

セルフメディ
ケーション税制
（医療費控除の特例）

1月1日から12月31日までに購入した医薬品（スイッチOTC薬等）の合計額か
ら12,000円を差し引いた額。なお、控除を受けるためには予防接種や健康診
断など国が定める取り組みを当年中に行っていることが必要です。（適用期間
平成29年1月1日〜令和8年12月31日）

12,000円を超えた金額。
但し、控除上限は88,000円

12,000円を超えた金額。
但し、控除上限は88,000円

社会保険料控除
国保、年金、介護保険料、年金基金、健保、労災保険の特別加入者の保険料
※国民年金、年金基金の社会保険料控除には「社会保険料（国民年金保険料、
年金基金）控除証明書」の添付が必要です。

全　　額 全　　額

小規模企業
共済等掛金控除 小規模企業共済の掛金、心身障害者扶養共済の掛金 全　　額 全　　額

生命保険料控除

《旧契約の控除－平成23年12月31日以前に契約締結》
① 一般生命保険料控除　最高5万円
②個人年金保険料控除　最高5万円
《新契約の控除－平成24年1月1日以後契約締結》
1一般生命保険料控除　最高4万円
2個人年金保険料控除　最高4万円
3介護医療保険料控除　最高4万円
　↓
①または1、②または2、および3を合計して最高12万円が限度となります。

【旧契約と新契約がある場合の計算方法】
　一般の生命保険料に新契約と旧契約が混在する場合は、両方を計算します。
新契約は新契約の計算方法で、旧契約は旧契約の計算方法で控除額を算出し
ます（上限各5万円）。旧契約のみで計算した場合に控除額が4万円を超える場
合は、新契約を考慮せずに旧契約のみで計算したほうが有利になるというこ
とです。
　個人年金保険料に新契約と旧契約が混在する場合も同様です。なお、介護
医療保険料については新契約のみですので、上記のように有利、不利を検討
することは発生しません。

地震保険料控除 地震保険契約に係る地震等相当分の保険料 全額（最高50,000円まで） 支払保険料×0.5（最高25,000円まで）

経過措置 平成18年12月31日までに締結した長期保険契約（損害保険契約等のうち満期
返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上のもの） 最高15,000円まで 最高10,000円まで

※地震保険料＋経過措置 ※最高50,000円まで ※最高25,000円まで

寄附金控除

国または地方公共団体等、政党、認定NPO法人、特定の公益財団法人等への
特定寄附金

※「政党、認定NPO法人等寄附金特別控除」（税額控除）も可能。
　寄附金から2,000円を控除した金額の40％（政党は30％）。
　ただし所得税額の25％までが限度。

「特定寄附金の支出額」と「総所得金額等の合計額
の40％」とのいずれか少ない方の金額－2,000円

寄附金税額控除（各自治体の条例で定められる）
次のうちいずれか低い方の金額を控除する
① 都道府県、市町村若しくは特別区

又は都道府県共同募金会若しく
は日本赤十字社の支店に対する
寄附金の額－2,000円

② 総所得金額等の30％－2,000円

×
（都道府県民税）

4％
（市町村民税）

6％

※配偶者控除及び扶養控除を受けていて「障害者」「特別障害者」「同居特別障害者」に該当する場合は、障害者控除も対象となります（なお16歳未満の年少扶養控除は廃止されていますが、障害者控除の対象になります）。

《旧契約》

2万5千円以下 支払保険料等の全額
2万5千円超
5万円以下

支払保険料等×2分の1
＋12,500円

5万円超
10万円以下

支払保険料等×4分の1
＋25,000円

10万円超 50,000円

《旧契約》

1万5千円以下 支払保険料等の全額
1万5千円超
4万円以下

支払保険料等×2分の1
＋7,500円

4万円超
7万円以下

支払保険料等×4分の1
＋17,500円

7万円超 35,000円

《新契約》

2万円以下 支払保険料等の全額
2万円超
4万円以下

支払保険料等×2分の1
＋10,000円

4万円超
8万円以下

支払保険料等×4分の1
＋20,000円

8万円超 40,000円

《新契約》
1万2千円以下 支払保険料等の全額
1万2千円超
3万2千円以下

支払保険料等×2分の1
＋6,000円

3万2千円超
5万6千円以下

支払保険料等×4分の1
＋14,000円

5万6千円超 28,000円

配偶者控除 配偶者特別控除

確定申告する
人の合計所得

金額

配偶者の合計所得金額（所得48万円以下） 配偶者の合計所得金額
控除対象配偶者
所得48万円以下

（給与収入だけの場合
103万円以下）

老人控除対象配偶者
所得48万円以下

（給与収入だけの場合
103万円以下）

48万円超
95万円以下

（103万円超
150万円以下）

95万円超
100万円以下
（150万円超
155万円以下）

100万円超
105万円以下
（155万円超
160万円以下）

105万円超
110万円以下

（160万円超
166万7,999円以下）

110万円超
115万円以下

（166万7,999円超
175万1,999円以下）

115万円超
120万円以下

（175万1,999円超
183万1,999円以下）

120万円超
125万円以下

（183万1,999円超
190万3,999円以下）

125万円超
130万円以下

（190万3,999円超
197万1,999円以下）

130万円超
133万円以下

（197万1,999円超
201万5,999円以下）

133万円超
（201万5,999円超）

900万円以下 38万円 48万円 38万円 36万円 31万円 26万円 21万円 16万円 11万円 6万円 3万円 0円
900万円超
950万円以下 26万円 32万円 26万円 24万円 21万円 18万円 14万円 11万円 8万円 4万円 2万円 0円
950万円超
1,000万円以下 13万円 16万円 13万円 12万円 11万円 9万円 7万円 6万円 4万円 2万円 1万円 0円

1,000万円超 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額表

※配偶者控除が受けられる老人控除対象配偶者は昭和27年1月1日以前に生まれた方（70歳以上の方）。
※配偶者特別控除の「配偶者の合計所得金額」欄の（　）内の金額は、配偶者の収入が給与所得だけの場合の給与収入の金額です。

所得控除の一覧表
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国保組合　   予算案

2,682.7億円
関係

★健康づくりビンゴ表はクリア出来ていますか？★

★確定申告時の職業等記載について★

★医療費通知の送付回数が変わります★

　「健康づくりビンゴ」のクリア期限が令和4年3月31日と近づいてきました。
　3月初旬ごろに建設国保より、応募ハガキを発送する予定となっていますので、届きましたら完成したビンゴの列数
に応じ、対象商品から希望の品を選択して応募してください。
　一マスでも多くクリアするとともに、ビンゴ完成を目指し、これからも健康づくりを習慣づけていきましょう。

　確定申告の書類は、当組合が3年に一度実施している業種調査など様々な手
続きの証明書類としても使用できます。申告の際には記入漏れのないように
し、職業欄、屋号・雅号欄は、具体的な業種・職種と屋号を記入するように
しましょう。

　毎年、隔月計６回、年間分１回、送付しております医療費通知について、令
和４年度より隔月送付分が年２回の送付に変更となります。年間分について
は変更ありません。
　　年６回　→　年２回　

１月診療分〜１０月診療分：翌年２月上旬送付
１１月・１２月診療分　　：翌年3月上旬送付

　　年間分　→　２月下旬送付（変更なし）
※項目毎に四捨五入しています

適正な数字を見込ませ

2022（令和4）年度　国保組合関係予算案の内訳
【内　訳】 2021年度予算 2022年度予算案 増　減

定率補助 1,586.4億円 1,560.0億円 ▲26.4億円
調整補助金 1,069.6億円 1,047.1億円 ▲22.5億円
出産育児一時金補助金 18.0億円 17.6億円 ▲0.4億円
高額医療費共同事業補助金 30.4億円 30.7億円 ＋0.3億円
事務費負担金 22.0億円 21.6億円 ▲0.4億円
特定健診・保健指導補助金等 5.7億円 5.7億円 ±0.0億円

計 2,732.1億円 2,682.7億円 ▲49.6億円

　令和3年1月から令和3年12月までの1年間に同じ世帯で支払った医療費など
が10万円（所得金額が200万円未満の人は、その5％）を超えた場合、確定申
告により税金が軽減されます。
　なお、控除を受けるには、「医療費控除の明細書」の添付が必要となります
が、建設国保から送付される『医療費通知書（医療費控除申告用）』（※令和4
年2月下旬送付予定）により「医療費控除の明細書」の記入が簡略化されます
ので、ぜひご活用ください。
　また、介護保険の該当になり、それを利用して受けた施設サービス及び居宅
サービス並びに特定健康診査の受診者で、特定保健指導の積極的支援を受けた
者のうち一定基準を満たす方の自己負担額についても医療費控除の対象にな
ります。

【※データ提供の遅れの為、お手元に届くのが昨年より1週間程度遅くなる見込
みです。】

（※1）スイッチOTC医薬品とは
　要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医
薬品で、対象製品であることを示す識別マークが表示されます。ま
た、対象製品を購入した際には、レシートに対象製品であることが
表示されます。

（※2）一定の取組とは
　次の①から⑤の健診等または予防接種（医師の関与があるものに
限る）をいいます。
①予防接種  ②がん検診  ③定期健康診断（事業所健診）  ④特定健康
診査、特定保健指導  ⑤健康診査（人間ドック等）

　「セルフメディケーション（自主服薬）税制」とは、（※1）スイッチOTC
医薬品の令和3年1月1日から令和3年12月31日までの間の購入費用につい
て、従来の医療費控除ではなく、新たな所得控除の適用を受けることがで
きる制度です。（令和8年分までの減税措置）
　この制度の適用を受けるには、個人がその年中に健康の保持増進及び疾
病の予防等（※2）一定の取組を行い、令和4年1月1日以降に令和3年分の
確定申告書を提出の際には、セルフメディケーション税制の明細書を添付
する必要があります。また、令和2年分以前の確定申告書を提出の際には、
明細書の他に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示
する必要があります。この所得控除を申請しようとする組合員の方で、建
設国保の証明が必要な方につきましては、各地域連合事務所へ証明依頼を
していただければ、建設国保で実施の有無を確認し、証明いたします。

★控除額の計算方法

　（※）保険金等で補てんされる金額とは
・建設国保から支給される「療養費」、「高額療養費」、「出産育児一時金」など。
・民間の生命保険・損害保険会社等から支給される「医療保険金」、「傷害

費用保険金」、「入院給付金」など、医療費の補てんを目的として支払わ
れる給付金。

◎上記補てん額がある場合は、医療費通知に記載された患者負担額と、実際
に負担された額が異なる為、ご自身で額を訂正し申告していただく必要が
あります。

★控除の対象になるもの
（例）・医師、歯科医師などによる治療費

・入院時の食事代や部屋代、通院にかかる交通費
　（自家用車のガソリン代は除く）
・治療のための医薬品の購入費
・あんま、マッサージ、指圧師、鍼灸師、柔道整復師などによる施術料
・保健師、看護師などに支払った療養上の世話の費用
・出産の費用
・義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費
・6ヶ月以上寝たきりで医師などが必要と認めた人のおむつ代
　（医師のおむつ使用証明書が必要）

◎健康診断の費用、美容整形の費用、疾病予防や健康増進を目的とした医薬
品・健康食品の購入費用などは、控除の対象になりませんので注意してく
ださい。

◎医師、歯科医師などによる治療費以外で支払われた医療費等については

Ａ　―　Ｂ　＝　医療費控除額（最高200万円まで）

・10万円（総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5％）…Ｂ

…Ａ
保険給付金等で補てん

される金額（※）―・
令和3年中に

支払った医療費の総額

医療費控除について

セルフメディケーション（自主服薬）税制について

現行補助水準確保の見通し

★控除される金額
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの年間

購入金額が合計で12,000円を超えた部分が控除の対
象となり、金額の上限は88,000円となっています。
　なお、生計を一にしている家族分も含まれます。
＊注意＊

◎申告される方が一定の取組を行っていることが要件とされているため、
申告される方が取組を行っていない場合は、控除を受けることはできま
せん。

◎従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制（医療費控除の特
例）を同時に利用することはできません。

◎領収書の添付、提示は必要ありませんが、確定申告期限等から5年間は、
確認のために税務署から提示、提出を求められる場合がありますので、
領収書はきちんと保管しましょう。

・その他、本税制の詳細につきましては、国税庁のホームページ等をご覧く
ださい。

「医療費通知書（医療費控除申告用）」に記載されていない為、別途、領
収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告
書に添付していただく必要があります。

・医療費控除の詳細につきましては、最寄の税務署等にご確認ください。

建設国保からのお知らせ 広島県建設国民健康保険組合
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プロジェクターを使用しながら説明

雪の降る中、高さ2Mの
門松を作る甲奴地区の組合員

久しぶりに開催の行事に16人が参加

組
合
共
済

「
入
学
祝
」

申
請
期
限
は
資
格
取
得
日
か
ら
３
年
以
内

資
格
取
得
奨
励
金
・
報
奨
金

金一封

給
付
申
請
は

本
年
3
月
31
日
ま
で

　2019年4月に小学校・中
学校へ入学されたお子さ
まに対して給付（小学校2
万円、中学校1万円）され
ます。申請がお済みでな
い方は、所属の地連へお
問い合わせください。

２
０
１
９
年
に
取
得
さ
れ
た
給
付
対

象
の
資
格
は
資
格
取
得
日
か
ら
３
年

以
内
が
請
求
可
能
で
す
。
申
請
が
お

済
み
で
な
い
方
は
、
所
属
の
地
連
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

16
日　

第
３
０
３
回
執
行
委
員
会

19
日　

第
７
地
連
第
65
回
定
期
大
会

20
日　

第
２
地
連
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
特
別
教
育

　
　

（
芦
品
会
館
）

　
　

第
３
地
連
第
13
回
定
期
大
会

21
日　

主
婦
の
会
会
長
会
議

22
日　

青
年
部
長
会
議

25
日　

訓
練
生
発
表
大
会

27
日　

第
４
地
連
第
12
回
定
期
大
会

　
　

第
９
地
連
第
11
回
定
期
大
会

28
日　

建
設
国
保
組
合
会

　
１
日　

四
役
会
議

　
２
日　

第
12
回
建
設
委
員
会

　
６
日　

第
２
地
連
第
12
回
定
期
大
会

　

第
５
地
連
第
11
回
定
期
大
会

10
日　

選
挙
管
理
委
員
会

11
日　

主
婦
の
会
総
会

12
日　

青
年
部
総
会

13
日　

第
７
地
連
特
定
健
診

　

第
11
地
連
第
11
回
定
期
大
会

　

第
２
地
連
フ
ル
ハ
ー
ネ
ス
特
別
教
育

　
　

（
芦
品
会
館
）

14
日　

四
役
・
専
門
部
長
・
議
長
・
司
会
打
合
せ
会
議

　

訓
練
校
修
了
式

19
日　

第
66
回
定
期
大
会

※あくまで予定です(後日変更あり)。
詳細は県本部または所属の地連までお問い合わせください。

労働安全標語

内　容 件数
工 具 ・ 機 械 ５

切れ ・こすれ ４

転 墜 落 ２

飛 来 ・ 落 下 ２

激 突 １

腰 痛 １

職 業 病 １

打 撲 ・ 捻 挫 １

転 倒 １

踏 み 抜 き 1

計 19

地連名 件数

第２地連 芦 品 ２

第４地連 広島中央 １（２）

第５地連 瀬 戸 内 ２（２）

第６地連 江 田 島 １

第７地連 広 島 ２（２）

第８地連 広 島 西 １（１）

第10地連 高 陽 （１）

第11地連 三 次 （２）

計 ９（10）
（　） 内は一人親方

労災事故発生原因

令和３年度・
最優秀賞

焦
る
な

急
ぐ
な

手
を
抜
く
な

仲
間
を
守
る
合
言
葉

第
２
地
連
芦
品

武
田
　
寛
紀
さ
ん

「カンガルーマーク」
クイズ

1月1日の
組織人員
12,212人

紙
面
に
複
数
個
の「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
」が
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
」の
総
数（
写
真
内
の
も
の
は
含
ま
な
い
）を
お
答

え
く
だ
さ
い
。
ハ
ガ
キ（
Ｆ
Ａ
Ｘ
可
）に
、「
カ
ン
ガ
ル
ー
マ
ー
ク
の
総
数
・

郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
所
属
地
連
名
・『
広
建
新
報
』に
つ

い
て
ひ
と
こ
と
感
想
」を
明
記
し
て
、
広
島
建
労
・
県
本
部
ま
で
お
送
り

く
だ
さ
い
。
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
応
募
可
能〈「
組
合
員
専
用
」ペ
ー
ジ
〉で
す
。

抽
選
の
上
、
10
人
の
方
へ
ク
オ
カ
ー
ド
を
差
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
応
募

締
め
切
り
は
今
月
末（
消
印
有
効
）ま
で
で
す（
正
解
：
12
月
号
は
３
個
）。

▼
２
〜
３
月
の
行
事
予
定
▲

労働災害地連別件数一覧表
令和3年12月分

労災保険に入りましょう

2月3月

Ｃ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
説
明
会

当
日
に
登
録
申
込
み
も

事
務
所
会
館
の
清
掃

最
小
限
の
会
話
で
解
散

伝
統
の
門
松
を
作
り

町
内
３
カ
所
に
設
置

ク
リ
ス
マ
ス
に
飾
る
花

「
こ
う
し
た
い
」姿
が
正
解

　

【
大
工
技
対
専
門
委
員
・
重

政
修
】
11
月
28
日(
日)

、
第
１

地
連
福
山
会
館
３
階
で
建
設
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
申
込
説

明
会
を
開
催
。
講
師
に
は
県
本

部
職
員
を
招
き
、
31
人
の
参
加

者
で
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
対
策
を
し
な
が
ら
行
い
ま
し

た
。

　

【
主
婦
の
会
・
佐
々
木
順
子
】

第
11
地
連
三
次
主
婦
の
会
で
は
、

10
月
23
日(

土)

に
三
次
事
務
所

と
高
田
事
務
所
の
会
館
清
掃
を

行
い
ま
し
た
。

　

こ
の
行
事
は
主
婦
の
会
恒
例

行
事
で
、
色
々
な
行
事
に
使
わ

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
会
館
を
日

頃
の
感
謝
を
込
め
て
掃
除
さ
せ

　

【
甲
奴
地
区
長
・
有
原
康
三
】

今
年
も
早
い
も
の
で
、
門
松
作

り
の
時
期
が
来
ま
し
た
。
甲
奴

地
区
で
は
、
数
十
年
も
前
か
ら

続
い
て
い
る
伝
統
の
門
松
作
り

で
す
が
、
年
々
材
料
も
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
地

域
の
皆
様
、
組
合
員
の
お
か
げ

で
、
12
月
26
日(

日)

に
今
年
も

高
さ
２
メ
ー
ト
ル
の
門
松
を
作

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

作
っ
た
門
松
は
、
雪
の
降
る

　

【
主
婦
の
会
・
佐
々
木
順
子
】

第
11
地
連
三
次
主
婦
の
会
で
は
、

12
月
４
日(

土)

に
三
次
ま
ち
づ

く
り
セ
ン
タ
ー
で
フ
ラ
ワ
ー
ア

レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
会
を
開
き
ま

し
た
。

コ
ロ
ナ
の
影
響
で
今
ま
で
自

粛
し
て
い
た
行
事
を
久
し
ぶ
り

に
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
ク
リ
ス
マ
ス
に
飾
れ

る
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

で
す
。
ま
ず
先
生
が
「
正
解
は

無
い
で
す
。
皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ

が
『
こ
う
し
た
い
』
と
い
う
姿

が
正
解
で
す
。
私
は
ヒ
ン
ト
を

出
す
だ
け
で
す
か
ら
ね
」
と
、

お
っ
し
ゃ
り
、
ア
レ
ン
ジ
メ
ン

ト
の
開
始
で
す
。

先
生
が
作
っ
て
来
ら
れ
た
見

本
と
、
欠
席
者
の
方
の
フ
ラ
ワ
ー

ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
目
の
前
で

作
り
上
げ
ら
れ
る
の
を
見
る
と
、

同
じ
材
料
で
も
全
く
違
う
表
情

を
見
せ
て
い
る
の
が
本
当
に
驚

　

参
加
者
全
員
に
は
事
前
に
申

込
書
類
を
送
り
、
必
要
書
類
等

を
準
備
し
て
か
ら
の
参
加
を
お

願
い
し
て
お
き
ま
し
た
。

　

説
明
会
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

を
使
用
し
な
が
ら
項
目
ご
と
に

丁
寧
に
行
わ
れ
、
受
講
者
の
質

問
に
も
そ
の
都
度
、
講
師
が
対

応
し
て
数
名
が
当
日
に
登
録
申

て
い
た
だ
く
の
で
す
。

　

参
加
者
は
い
つ
も
の
メ
ン
バ
ー

で
す
。
毎
年
新
し
い
方
を
誘
う

の
で
す
が
、
な
か
な
か
都
合
が

つ
か
ず
結
果
的
に
い
つ
も
の
メ

ン
バ
ー
で
落
ち
着
き
ま
し
た
。

い
つ
も
な
ら
２
時
間
ほ
ど
掃

除
を
し
て
、
お
茶
を
し
な
が
ら

近
況
報
告
や
次
年
度
の
話
を
し

中
、
老
人
ホ
ー
ム
美
山
荘
を
は

じ
め
町
内
３
カ
所
に
設
置
さ
せ

き
で
し
た
。

　

そ
し
て
、
周
り
の
人
の
作
品

を
見
な
が
ら
、
最
小
限
の
話
を

し
な
が
ら
、
先
生
に
助
け
を
求

め
な
が
ら
、
あ
っ
と
い
う
間
の

１
時
間
半
で
し
た
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
済
み
の
方
、

当
日
体
調
の
良
い
方
限
定
で
し

た
が
、
そ
れ
で
も
16
人
が
集
ま

れ
る
行
事
が
で
き
た
こ
と
を
本

当
に
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
少
し
で

も
会
員
の
皆
様
に
お
会
い
し
て

お
話
が
で
き
る
行
事
が
組
め
る

よ
う
役
員
一
同
話
し
合
っ
て
参

り
ま
す
。

第１地連第１地連
福 山福 山

第11地連第11地連
三 次三 次

第11地連第11地連
三 次三 次

第11地連第11地連
三 次三 次

込
み
さ
れ
ま
し
た
。

　

説
明
会
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で

は
、
「
良
い
説
明
会
だ
っ
た
」

「
個
々
の
説
明
指
導
を
希
望
」

「
１
日
か
け
て
の
説
明
会
を
開

催
し
て
ほ
し
い
」
な
ど
の
ご
意

見
が
あ
り
、
今
後
の
参
考
に
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

技
対
部
で
は
、
今
後
も
組
合

員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に
な
る
技

術
講
習
会
な
ど
を
開
催
で
き
る

よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

た
り
す
る
の
で
す
が
、
緊
急
事

態
宣
言
下
で
は
、
密
を
避
け
な

い
と
い
け
な
い
の
で
、
早
々
に

解
散
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
、
「
や
っ
と
会
え

た
ね
」
「
元
気
だ
っ
た
？
」
「
や

っ
ぱ
り
顔
を
見
て
話
し
た
い
よ

ね
」
と
最
小
限
の
会
話
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

埃
っ
ぽ
か
っ
た
会
館
も
空
気

の
入
れ
替
え
が
で
き
て
少
し
だ

け
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
ま
し
た
。

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
日
常
の
生
活
が

出
来
な
い
中
、
一
日
で
も
早
く

日
常
の
生
活
に
戻
る
こ
と
を
願

い
な
が
ら
組
合
員
皆
で
作
り
ま

し
た
。
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